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　わたしたち労働者は働いて賃金を得ない
と生活できません。しかし労働者は使用者
に対して圧倒的に不利な存在です。この労
使関係を対等なものとするために労働組合
がうまれました。あたしたち国家公務員も
国家公務員法で労働組合の結成が認められ
ていますが、争議権は認められ
ておらず、国公労連は ILOに提
訴し労働基本権の回復を求めて
います。労働組合は、働きやす
い職場や生活の向上をめざし、
仲間たちが力を合わせて（団結
して）その実現をめざしていま
す。また、わたしたちが平和に

くらせる社会の実現もめざしています。
　職場で働く一人ひとりの声を大切にし、
みんなで話し合い、共通した要求をまとめ、
その実現に向けて、みんなで行動するのが
労働組合です。

労働組合の役割とは？

　新しく職場に入られたみなさん、就職おめでとうございます。
国民生活向上のために、責任感と使命感をもって就職されたと
思います。これから仕事をすすめていくうえで、悩みや疑問が
出てくると思いますが、そういう時は一人で悩まず、労働組合
にご相談ください。あなたの悩みや疑問が、職場環境や仕事の
すすめ方の改善にもつながります。また、多くの仲間が労働組
合に入っていると、より良い職場にしていく大きな力につなが
ります。労働組合に加入し働きやすい職場、安心できる労働環
境を一緒につくっていきましょう。労働組合はあなたを必要と
しています。あなたの加入を心から呼びかけます。

労働組合はあなたを必要としています

2024 年 12 月 国公青年交流集会 2024Connect
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　わたしたちの賃金は人事院勧告にもとづ
いて決まります。民間では労使間で交渉を
行い、賃金決定を行いますが、国家公務員
には協約締結権と争議権がありません。そ
の代償として人事院が民間給与を調査し
て、民間との差を人事院勧告として毎年政

府に報告し、国家公務員の賃金が決定され
ています。人事院勧告は約 900 万人の労
働者の賃金に影響しており、民間の労働者
と公務労働者が力を合わせて賃上げを要求
していかなければなりません。
　一方、わたしたちの職場では職員が不足
しています。政府が定員合理化計画をす
すめてきたからです。日本の公務員数は
OECD加盟国の中でも最低レベルで、こ
れ以上職員を減らせる職場はありません。
国公労連では国民生活を守るために、公務・
公共サービスを拡充させるとりくみをすす
めています。

賃金と職場環境の改善をめざすとりくみ

2025 年 1 月 経団連包囲行動
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戦後初のメーデー＝ 1946 年 5月 1日、東京・皇居前広場

※革新自治体とは、開発優先政策から福祉優先政策への転換
を掲げ、市民運動などにより 1960 年代から 1970 年代後半
にかけて各地方自治体で保守でない革新首長が誕生した自治
体を指します。

　任用、給与その他の人事管理
は、人事評価にもとづいて行わ
れています。評価制度は、労働
条件に密接に関わるものであ
り、その基準や手続き、フィー
ドバック、苦情処理などは、公
平・公正でなければなりません。
　そのためにも、評価基準に基
づく絶対評価、評価結果の全面
開示、人材育成への活用、労働
組合の参加による苦情処理制度
などが必要であり、短期の評価
結果を直接的に賃金に反映させ
ないためにも、労働組合の役割
が重要です。

私たちの運動で新設（改善）されました
1986 年 結婚休暇
1991年 夏季休暇
1992年 育児休業

1週 40時間制・完全週休 2日制
1994年 介護休暇
2002年 子の看護休暇
2005年 育児・介護のための早出遅出勤務

男性職員の育児参加のための休暇
2007年 育児短時間勤務、育児時間（改善）
2008年 非常勤職員の給与に関する指針

※以後、通勤手当・期末手当の原則支給化

2009 年 1週 38時間 45分制・1日 7時間 45分制
非常勤職員の忌引休暇（有給）・病気休
暇（無給）

2010年 期間業務職員制度（日々雇用制度廃止）
※以後、3年公募要件が問題に

2011 年 非常勤職員の育児休業制度・介護休暇制度
2017年 非常勤職員の給与に係る各府省申合せ
2018年 非常勤職員の勤勉手当の原則支給化
2019年 非常勤職員の結婚休暇
2020年 非常勤職員の夏季休暇
2022年 出生サポート休暇

非常勤職員の産前産後休暇の有給化
2023年 非常勤職員の給与の 4月遡及改定
2024年 期間業務職員の 3年公募要件廃止
2025年 通勤手当の支給限度額引上げ・特別料金

全額支給化
再任用職員の住居手当・寒冷地手当・特
地勤務手当・地域手当の異動保障
子の看護等休暇（改善）
非常勤職員の病気休暇の有給化

　日本国憲法は、第 28条で労働基本権（団
結権、団体交渉権、団体行動権（争議権））
を保障しています。現憲法が公布された当
時、全国の職場で労働組合が結成されま
した。1970年代にはアメリカによるベト
ナム侵略戦争反対、革新自治体※確立など、

労働組合の歴史と経過
平和と生活重視の春闘をたたかい、1974
年にはインフレ反対の国民的なたたかいと
結びつけて月額 3万円以上の賃上げを実
現しました。労働組合に結集してたたかっ
てこそ労働者の生活と権利は守られ、要求
は実現するのです。
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　公務員賃金は、労働基本権制約の代償措置として毎年人事院勧告にもとづいて決定
されています。しかし政府は、戦後初めて、人事院勧告を無視した大幅な賃下げ（平
均 7.8％の引き下げ）を 2012 年 4 月から押しつけてきました。
　人事院勧告にもとづかない賃下げは憲法違反として、国公労連と組合員 370 人の
原告が東京地裁で「公務員賃下げ違憲訴訟」を起こしました。最高裁は 2017 年 10
月 20 日、政府・国会による憲法違反の賃下げを正当化して「公務員賃下げ違憲訴訟」
の上告を棄却しました。これでは、公務員の権利はないに等しいものです。
　他方、この賃下げは、当初 3 年間予定されていたものの、このたたかいにより 2
年間で終了させたことは大きな成果です。
　国公労連は公務労働者の権利を守り、労働基本権を回復させるためにこれからも奮
闘します。

　評価のスタートは期首面談です。ノル
マの押しつけではなく、なにを・いつま
でに・どの水準が必要なのかを評価者と
共有することが重要です。評価結果につ
いては、納得できる具体的な説明を求め
ましょう。
　人事評価の実施権者には苦情への適切
な対応が求められ、申し出た者は不利益
な取扱を受けないこととされています。
納得できない場合は、職場の労働組合役
員にご相談ください。

　戦後すぐに各省の公務労働者も労働組合
を結成しました。当初、公務員も労働三権
が保障されていましたが、1947 年、公務
員労働組合などが「2・1ゼネスト」で立
ち上がろうとしたとき、当時日本を統治し
ていたアメリカ占領軍が「ゼネスト」を中
止させました。その翌年には日本政府に対

し公務員の争議権と協約締結権を禁止する
よう求め、政令 201 号によってその権利
がはく奪されました。
　国公労連は全労連に結集して ILO に労
働基本権の回復を求めて提訴し、民主的な
公務員制度の確立を求めています。

公務員の労働組合は
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　国立ハンセン病資料館で働いていた 2 人の学芸員（国公一般組合員）が 2020 年
3 月、厚生労働省からの委託業務として同資料館を管理・運営する笹川保健財団によ
り不当に解雇された事件について、東京都労働委員会は 22 年 5 月、本件解雇が不当
労働行為に該当するとして、財団に対して職場復帰の措置をとるよう命じました。し
かし、財団はその救済命令を無視。23 年 9 月、中央労働委員会で組合側の主張の大
半を認める内容の勝利和解が成立しました。この勝利は、国公一般をはじめ、全国各
地に広がった 2 人を支援する仲間たちの奮闘によるものです。
　ほかにも、社会保険庁不当解雇撤回闘争では、全厚生をはじめとする仲間たちの奮

闘で、人事院で 25 人の分
限免職処分が取り消されま
した。現在（2025 年 2 月）
は、全国税組合員の原口朋
弥さんが、東京国税局によ
る不当な分限免職処分の取
消を求めて、全国の仲間と
ともにたたかいを続けてい
ます。

　職員は、法律又は人事院規
則に定める事由による場合で
なければ、その意に反して、
降任され、休職され、又は免
職されることはない。

　解雇は、客観的に合理的な
理由を欠き、社会通念上相当
であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとし
て、無効とする。

　国家公務員法第 75条の規定は、公務員
が「全体の奉仕者」（憲法 15条）であり、
不当な圧力によって、国民のための公正・
公平な行政の遂行を妨げられることがない
ように、その身分を保障しています。
　同時に、この規定は民間企業で働く労働

者の解雇規制と同じような意味も持ってい
ます。民間労働者の場合は、労働基準法や
労働契約法などにより解雇規制がなされて
いますが、公務員の場合は、降任や免職さ
れる事由が国家公務員法や人事院規則で定
められています。

わたしたちの雇用・労働条件は
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　休日に政党ビラを配布したこ
とが国家公務員法違反に当たる
として逮捕・起訴された堀越事
件。最高裁は 2012 年 12 月に
無罪判決を出しました。公務員
の政治活動の自由を一律に禁じ
ていた最高裁判例（猿払判決 / 
1974 年 11 月 6 日）を実質的
に変更するものです。国公労連
は、公務員であっても一市民と
して当たり前に政治活動ができ
る自由を求めています。

　労働者を守るために労働基本権（団結権、
団体交渉権、争議権）があります。これは、
憲法 28条が定める基本的人権であり、公
務員にも保障されなければなりません。日
本の公務員は労働基本権が大幅に制約され
ており、ILO（国際労働機関）は公務員の

労働基本権を速やかに回復するように日本
政府に求めています。
　国公労連は、基本的人権に代償措置はあ
りえないことから、労働基本権の完全回復
をめざして運動をすすめています。

「公務員にも労働基本権」は世界の常識
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　政府は「民間でできるものは民間で」と
公務で行ってきた多くの行政サービスを
民営化してきました。国立病院の独立行政
法人化などはその一例です。独立行政法
人通則法は、法人が行う業務を「国民生
活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要なもの」
と定め、国民生活にとって不可欠なものと
していますが、政府は民間部門に新たなビ
ジネスチャンスを広げるために民営化を
すすめています。コロナ禍や自然災害など
で明らかになったように、公務・公共サー
ビスの切り捨ては、国民のいのちやくら
しをおびやかすことになります。
　国公労連は、独立行政法人等が担ってい
る事務・事業に必要な人員と予算を拡充
し、国で直接運営した方が効率的で効果
的な事務・事業を国の機関に戻すこと（い
わゆる「再公営化」）を求めています。

　2001年の省庁再編にあわせ、行政経費
や定員（人員）を削減する目的で国の機関
の一部が独立行政法人に移行されました。
2005 年には 113 の法人がありましたが
組織の統廃合などにより、2023年 4月現
在で 87まで削減されています。同じよう
に、国の機関から特殊法人に業務委託され
ている事業も多くあります（社会保険庁→
日本年金機構など）。これらの業務は、国

民生活や社会経済の安定などに資する業務
であることに変わりはありません。
　独立行政法人などは労働法の適用を受け
労働三権は保障されていますが、その処遇
は基本的に国家公務員に準じていることが
多く、人事院勧告に左右されています。国
公労連は、労使対等な立場で、賃金・労働
条件を決定し、政府の介入などは行わない
ように求めています。

独立行政法人や特殊法人などの職場
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　8万人を超える非常勤職員がフルタイム
や短時間勤務で一般職国家公務員として働
いています。常勤職員と同じように国家公
務員法、人事院規則が適用され、職務専念
義務や守秘義務が課せられています。しか
し処遇は常勤職員と大きく違い劣悪です。
　国公労連や非常勤職員の声と運動によっ

て近年、「3年公募要件」（公募をせずに雇
用を継続（更新）することを連続 2回ま
でとする規定）の撤廃、産前産後休暇や病
気休暇の有給化、一時金の大幅引き上げや
給与の 4月遡及改定と差額支給などを実
現しました。引き続き、処遇改善と均等・
均衡待遇の実現をめざしていきます。

国ではたらく非常勤職員の現状

国の非常勤職員の休暇・手当の待遇差（2025年4月1日現在）
常勤職員 非常勤職員

採用年度における
年次休暇 20 日※ 1 最大 10 日※ 2

病気休暇 90 日以内 最大 10 日※ 3

公務上の負傷・
疾病休暇

必要と認められる
期間

常勤職員と同様
（無給）※ 4

住居手当 最高 28,000 円 不支給
（支給の根拠法規なし）

扶養手当 配偶者 3,000 円
子 11,500 円等

不支給
（支給の根拠法規なし）

寒冷地手当 １級地で
最高 29,400 円

不支給
（支給の根拠法規なし）

子の看護等、
短期介護休暇

1 年に 5 日以内
（有給）※ 5

常勤職員と同様
（無給）※ 6

保育時間 ※ 7 1 日 2 回各 30 分以内
（有給）

常勤職員と同様
（無給）

※ 1　1月 1日～ 12月 31日の期間
※ 2　6月勤続し、全勤務日の 8割以上出勤した場合、週の勤務日数に応じて付与
※ 3　6月以上の任期また継続 6月以上の非常勤職員に、週の勤務日数に応じて付与
※４　ただし公務災害が認定されれば休業補償（平均給与額の６割）を支給
※ 5　養育する小学校 3年生までの子、要介護者が 2人以上の場合は 10日
※ 6　1週間の勤務日が 3日以上又は 1年間の勤務が 121日以上の非常勤職員
※ 7　生後 1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められ

る授乳等を行う場合
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いろいろなリスクに備える総合共済

仲間どうしのたすけあい — 国公共済会
国公労連のたすけあい活動

組合員であれば誰でも加入 OK

　国公共済会は、国公労連が組合員を対象に運営している自主
共済制度です。営利目的の保険会社と違い、「非営利」で運営
しているのが大きな特長です。
　1991 年設立以来約 35年間、組合員の生活をしっかり支え
ています。各種準備金積立額は 26.3 億円を超え（2025 年 1
月末現在）、大きな災害（東日本大震災・熊本・福島・能登地震、
台風等）があってもしっかり支払いができる安定的な運営をし
ています。
　多くの仲間が国公共済会に加入することで、制度のさらなる
充実・発展をはかることができ、国公労働者の経済的地位の向
上にもつながります。

　国公共済会は、病気・ケガ・交通事故・死亡・後遺障害・火
災等のリスクを保障する充実のラインナップで、あなたの公務
員生活を応援します。最大で一般死亡・障害 4,000 万円、入
院日額 1万円の保障が確保でき、年齢による掛金アップはあ
りません。（※生命特約共済を除く）
　「小さな掛金」で「大きな安心」をお届けします。

　国公共済会は、国公労連加盟の労働組
合の組合員であれば誰でも加入でき、退
職後も継続加入できます。生命基本共済・
生命特約共済・医療共済・ワンコイン共
済・シニア共済は「健康告知基準」に該
当している場合には加入できませんが、
それ以外の制度は該当していても加入で
きます。

生命基本共済 万が一に備えて（死亡・障害）

医 療 共 済 病気やケガの入院・休業に
備えて

交通災害共済 交通事故時のご自分の保障に

— 保障がいろいろ！—
火 災 共 済 団 結 共 済
個人賠償責任補償 慶 弔 共 済
年 金 共 済 シ ニ ア 共 済
自 動 車 共 済 ワ ン コ イ ン 共 済
※ご加入にあたっては、総合パンフレット・各種リーフレットを必ずご覧ください。

制
度
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掛 金 月額 1,400 円（年額 16,800 円）

セット７型＋医療６口

入 院
交通事故 日額 9,000 円
不慮の事故 日額 6,000 円
病気 日額 5,000 円

通 院 交通事故 日額 1,500 円
ケガ通院見舞金 定額 10,000 円

手 術 日帰り手術見舞金 定額 5,000 円
休 業 加 療 病気・ケガ 日額 2,500 円

死 亡・ 障 害
※障害は最高額

交通事故 400 万円
不慮の事故 200 万円
一般 100 万円

ワンコイン共済とは
生命基本共済（5口）、医療共済（3口）、交通災
害共済（0.5 口）を組み合わせた制度です。月掛
金 500円で、死亡・障害 200〜 50万円、入院
日額 3,500〜 1,500 円等の給付があります。

ライフステージに合わせて見直しが可能

組合新規加入の方には
もれなく

ワンコイン共済
プレゼント

6 カ月間

働き盛りの大きな責任も
しっかりカバー

月額 8,200 円 の主な保障
生命基本 200 口＋医療 20 口＋交通 2 口

入 院
交通事故 日額 36,000 円
病 気 日額 10,000 円

休 業 加 療 病気・ケガ 日額 5,000 円
死 亡・ 障 害

交通事故 4,400 万円
病 気 2,000 万円

●働けなくなったもしものときも後遺障害や休
業加療給付で安心です。

　国公共済会の制度は、年 1回加入内容を見直すことがで
きます。民間生命保険は 10年から 15年更新のものがほと
んどであることとは対照的です。家族構成や年齢等ライフス
テージに合わせて柔軟に保障内容を設計できます。
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 総理府関係労働組合連絡会（総理府労連） TEL 03-3502-6363
〒 105-0003 東京都港区西新橋 1-17-14 西新橋エクセルアネックス 3 階（国公労連内）
全行管職員組合（全行管） TEL 03-5253-5111
〒 100-8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2 中央合庁 2 号館 総務省内
全法務省労働組合（全法務） TEL 03-3580-0584
〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-1 法務省内
全国税関労働組合（全税関） TEL 03-3507-0645
〒 100-8940 東京都千代田区霞が関 3-1-1 財務省内
全国税労働組合（全国税） TEL 03-3581-3678
〒 100-8940 東京都千代田区霞が関 3-1-1 財務省内
文部科学省関係労働組合協議会（文労） TEL 03-3502-6363
〒 105-0003 東京都港区西新橋 1-17-14 西新橋エクセルアネックス 3 階（国公労連内）
全厚生労働組合（全厚生） TEL 03-3501-4881
〒 100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省低層棟 3 階
全日本国立医療労働組合（全医労） TEL 03-5940-8600
〒 170-0005 東京都豊島区南大塚 1-48-3
全経済産業労働組合（全経済） TEL 03-3580-5707
〒 100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 経済産業省内
国土交通労働組合 TEL 03-3580-4244
〒 100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 中央合庁 3 号館 国土交通省内
全情報通信労働組合（全通信） TEL 03-3509-7737
〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 2-1-2 中央合庁 2 号館 11 階
全労働省労働組合（全労働） TEL 03-3502-6787
〒 100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合庁 5 号館 18 階
全司法労働組合（全司法） TEL 03-6272-9810
〒 102-8651 東京都千代田区隼町 4-2 最高裁判所内
沖縄総合事務局開発建設労働組合（開建労） TEL 098-979-6658
〒 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第２地方合同庁舎３号館３階
外国人技能実習機構労働組合 TEL 03-3502-6787
〒 100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合庁 5 号館 18 階
国家公務員一般労働組合（国公一般） TEL 03-3502-6363
〒 105-0003 東京都港区西新橋 1-17-14 西新橋エクセルアネックス 3 階（国公労連内）
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国家公務員共済組合連合会病院労働組合（国共病組） TEL 03-3876-0615
〒 110-0013 東京都台東区入谷 1-9-5 医療労働会館 7 階
国家公務員共済組合連合会宿泊施設労働組合（宿泊労連）
〒 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院 4-21-1 KKR ホテル博多内
全国大学高専教職員組合（全大教） TEL 03-6802-4250
〒 110-0012 東京都台東区竜泉 2-20-15 都築ビル 2 階

上部
団体

全国労働組合総連合（全労連） TEL 03-5842-5611
〒 113-8462 東京都文京区湯島 2-4-4 全労連会館 4 階


